
池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地球温暖化防止を推進するため、池田市家庭用燃料電池

システム設置費補助金（以下「補助金」という。）の交付の手続等に関し、

必要な事項を定め、補助金の交付に関する業務の適正かつ円滑な運営を図る

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 補助金の交付対象となる家庭用燃料電池システム（以下「対象システ

ム」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 

(1) 燃料電池ユニット等から構成され、電力及び熱の供給を主目的とした 

システムであり、住居部分のみに電力及び熱を供給するために設置され、

設置に関して法令等に違反していないものであること。 

(2) 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度に基づく機器登録リ

ストに掲載されている機種であること。 

(3) 未使用品であること。 

（交付対象者等） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 現に自ら居住する市内の住宅（同一建物内に居住部分と店舗、事務所等

の部分が併存している住宅（以下「併用住宅」という。）を除く。）に対

象システムを設置した者（ただし、当該住宅を自ら又は自らを含む複数者

で所有している場合に限る。） 

(2) 予め対象システムが設置された市内の住宅（併用住宅を除く。）を購入

し、当該住宅に現に自ら居住する者（ただし、当該住宅を自ら又は自らを

含む複数者で所有している場合に限る。） 



２ 交付対象者は、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。 

(1) 申請時において、市税を滞納しておらず、市内に住所を有していること。 

(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 

３ 過去にこの要綱に基づき交付を受けた補助金に係る対象システムについて

は、再度補助金の交付の対象とすることはできない。 

４ 補助金の交付は、１件の住宅につき１回限りとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、対象システム１台当たり３０，０００円とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする交付対象者（以下「交付申請者」とい

う。）は、対象システムの竣工検査を実施した日から起算して３月を経過す

る日までに、池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付申請書兼同意

書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

(1) 対象システムの設置費に係る領収書（補助金の交付の申請日前１年以内

に交付申請者宛に発行されたものに限る。）の写し又は支払を証明する書

類 

(2) 対象システムの設置費に係る型式、数量、単価等の内訳が明記された書

類 

(3) 対象システムの竣工検査記録書（様式第２号） 

(4) 対象システムが設置された住宅の全景のカラー写真及び所在地が確認で

きる地図 

(5) 対象システムの設置状態及び製造番号が確認できるカラー写真 

(6) 対象システムの仕様が確認できるパンフレット等 

(7) 対象システムが設置された住宅の所有権を、交付申請者を含む複数者が

有する場合にあっては、その数の設置承諾書（様式第３号） 



(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は申請をする者が直接持参する方法により前項の規定による申請の受

付を行い、当該受付は予算の範囲内において先着順とする。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その

内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、補助金の交付又は不交付

を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付申請者に

対し、池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付決定通知書（様式第

４号）によりこれを通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の不交付を決定したときは、当該交付

申請者に対し、池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金不交付決定通知

書（様式第５号）によりこれを通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第７条 交付申請者は、前条第２項の規定による補助金の交付の決定の通知を

受けたときは、速やかに池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付請

求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付 

しなければならない。 

 （申請の取下げ） 

第８条 交付申請者は、やむを得ない理由により交付の申請を取り下げようと

するときは、速やかに池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付申請

取下届出書（様式第７号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請の取下げの届出があったときは、これを承

認し、速やかに池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付申請取下承

認書（様式第８号）により通知するものとする。 



（管理） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

対象システムの法定耐用年数の期間内において、対象システムを適正に管理

しなければならない。この場合において、補助事業者は、天災地変その他補

助事業者の責に帰することのできない理由により、対象システムが損傷し、

又は滅失し、使用不能になったときは、財産損傷届出書（様式第９号）によ

り市長に届け出なければならない。 

（処分） 

第１０条 補助事業者は、対象システムの法定耐用年数の期間内において、当

該対象システムを処分しようとするときは、あらかじめ財産処分届出書（様

式第１０号）により市長に届け出なければならない。 

（データの提出） 

第１１条 補助事業者は、市の求めに応じ、対象システムに関するデータを提

出しなければならない。 

（確認及び検査） 

第１２条 市長は、補助事業者に対し、対象システムの使用状況、帳簿、書類

その他の必要な事項について適宜確認し、又は検査をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定による確認又は検査に協力しなければならない。 

（交付の決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、第６条第１項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消

し、池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付決定取消通知書（様式

第１１号）によりこれを通知するものとする。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした

とき。 



 (3) 第７条第１項の規定による補助金の請求を行わないとき。 

 (4) 第８条の規定による交付の申請の取下げがあったとき。 

 (5) 第１１条の規定によるデータの提出を行わないとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が交付の決定の取消しが適当と認めた

とき。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、補助事業者に対し、池

田市家庭用燃料電池システム設置費補助金返還命令通知書（様式第１２号）

により、期限を定めて、当該補助金の返還を命じることができる。 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

 

 


